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9 月定例会号
　市議会だよりは２月、５月、８月、

11月に年４回の定例会号、１月１日

に新年号を発行します。

　次回は12月

定例会が開催

予定です。

◆
主
な
議
案

○
市
川
市
一
般
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

一
般
職
の
職
員
の
給
与
水
準
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
全
て
の
給
料
表
に
つ
い
て
国
家
公

務
員
の
俸
給
表
を
基
本
と
し
た
給
料
表
に
改
め
る
と
共
に
、
自
宅
に
係
る
住
居
手
当
を
廃
止

す
る
他
、
新
た
な
特
殊
勤
務
手
当
と
し
て
災
害
応
急
作
業
等
手
当
を
創
設
す
る
も
の
で
す
。

○
市
川
市
放
課
後
保
育
ク
ラ
ブ
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的

な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
お
け
る
児
童
福
祉
法
の
改
正
の
趣
旨
を
考
慮
し
、
放
課
後
保
育
ク

ラ
ブ
の
入
所
者
の
範
囲
を
市
立
小
学
校
６
年
生
ま
で
等
に
拡
大
す
る
も
の
で
す
。

○
平
成
26
年
度
市
川
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

一
般
会
計
補
正
予
算
案
は
、
歳
出
に
お
い
て
、
老
人
福
祉
施
設
整
備
補
助
金
の
増
額
、
道

路
用
地
購
入
費
の
減
額
な
ど
、
歳
入
に
お
い
て
、
臨
時
財
政
対
策
債
の
減
額
な
ど
、
そ
れ
ぞ

れ
６
億
３
３
８
８
万
６
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
の
総
額
を
１
３
１
７
億
３
３
８
８
万
６

千
円
と
す
る
他
、
道
の
駅
用
地
取
得
費
等
を
債
務
負
担
行
為
に
追
加
す
る
等
の
措
置
を
行
う

も
の
で
す
。

◆
認　
　

定

○
平
成
25
年
度
市
川
市
一
般
会
計
、
特
別
会
計
及
び
公
営
企
業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

　

平
成
25
年
度
市
川
市
一
般
会
計
、
特
別
会
計
及
び
公
営
企
業
会
計
決
算
に
つ
い
て
、
監

査
委
員
の
意
見
を
付
け
て
議
会
の
認
定
を
求
め
る
も
の
で
す
。

　

決
算
審
査
特
別
委
員
会
で
は
、
ま
ず
、
本
決
算
に
対
す
る
監
査
委
員
の
審
査
に
つ
い
て
、

監
査
委
員
の
出
席
を
求
め
て
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
決
算
書
の
審
査
に
当
た
り
、
歳

入
で
は
、
収
入
未
済
額
・
不
納
欠
損
額
の
主
な
も
の
、
歳
出
で
は
不
用
額
、
流
用
・
充
用
の

主
な
も
の
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
、
議
決
ど
お
り
の
執
行
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う

な
行
政
効
果
が
あ
っ
た
か
等
を
中
心
に
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。（
詳
細
は
６
面
に
掲
載
）

◆
報　
　

告

　

９
月
定
例
会
で
は
、
市
川
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
行
動
計
画
、
平
成
25
年
度
決

算
等
に
係
る
健
全
化
判
断
比
率
、
資
金
不
足
比
率
、
継
続
費
の
継
続
年
度
終
了
に
よ
る
精

算
に
つ
い
て
の
各
報
告
の
他
、
専
決
処
分
の
報
告
３
件
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
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● 議員からの寄附やあいさつ状（答礼のための自筆によるものを除く）は公職選挙法で禁止されています ●

9 月定例会

使
用
料
条
例
等
・
国
保
税
条
例
改
正
案
を
修
正
議
決

　

市
議
会
は
、
平
成
26
年
９
月
定
例
会

を
９
月
５
日
か
ら
10
月
３
日
ま
で
開
催

し
ま
し
た
。

　

９
月
定
例
会
で
は
、
市
長
か
ら
、
市

川
市
使
用
料
条
例
等
の
一
部
改
正
、
市

川
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改

正
の
他
、
平
成
25
年
度
市
川
市
一
般
会

計
、
特
別
会
計
及
び
公
営
企
業
会
計
決

算
の
認
定
に
つ
い
て
な
ど
の
議
案
19
件

が
提
出
さ
れ
、
議
員
か
ら
は
、
市
川
市

敬
老
祝
金
支
給
条
例
の
一
部
改
正
案
の

他
、
意
見
書
案
な
ど
の
発
議
12
件
が
提

出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
、
32
人
の
議

員
に
よ
る
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

　

本
会
議
で
の
採
決
の
結
果
、
市
長
提

出
議
案
の
う
ち
、
市
川
市
使
用
料
条
例

等
の
一
部
改
正
と
、
市
川
市
国
民
健
康

保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
の

２
議
案
は
、
付
託
先
の
各
常
任
委
員
会

で
可
決
さ
れ
た
修
正
案
の
通
り
修
正
議

決
、そ
の
他
の
17
件
を
原
案
通
り
可
決
・

認
定
し
ま
し
た
。
議
員
提
出
議
案
は
、

市
川
市
敬
老
祝
金
支
給
条
例
の
一
部
改

正
案
を
可
決
し
た
他
、
意
見
書
案
な
ど

６
件
を
可
決
、５
件
を
否
決
し
ま
し
た
。

ま
た
、
請
願
２
件
を
採
択
、
２
件
を
不

採
択
と
し
ま
し
た
。
こ
の
他
、
市
長
か

ら
計
７
件
の
報
告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

(

一
般
質
問
は
２
～
５
面
、
審
議
結
果

一
覧
は
６
面
に
掲
載
）

○
使
用
料
条
例
等
改
正
は
公
民
館
等
の

貸
室
施
設
及
び
火
葬
場
に
つ
い
て
引
き

上
げ
幅
を
抑
え
る
経
過
措
置
を
設
定

　

市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
使
用
料
条
例

等
の
一
部
改
正
案
は
、
受
益
者
負
担
の

適
正
化
を
図
る
た
め
、
公
の
施
設
の
使

用
料
の
額
を
見
直
す
他
、
消
費
税
率
等

の
改
定
に
合
わ
せ
て
使
用
料
に
消
費
税

等
相
当
額
を
円
滑
・
適
正
に
反
映
さ
せ

る
た
め
の
も
の
で
す
が
、
総
務
委
員
会

の
審
査
に
お
い
て
、
委
員
か
ら
原
案
に

対
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

に
抑
え
る
経
過
措
置
を
設
け
る
等
の
修

正
を
行
う
も
の
で
す
。
審
議
の
結
果
、

委
員
会
で
可
決
さ
れ
た
修
正
案
の
通
り

修
正
議
決
し
ま
し
た
。

○
国
民
健
康
保
険
税
条
例
改
正
は
支
援

分
・
介
護
分
の
均
等
割
額
の
引
き
上
げ

幅
を
抑
制

　

市
長
提
出
の
改
正
案
は
、
国
民
健
康

保
険
事
業
の
健
全
な
運
営
を
図
る
た

め
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
及

び
介
護
納
付
金
課
税
額
の
所
得
割
額
、

被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
課
税
限
度
額

を
引
き
上
げ
る
も
の
で
す
が
、
健
康
福

祉
委
員
会
の
審
査
に
お
い
て
、
委
員
か

ら
原
案
に
対
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ

ま
し
た
。

　

修
正
案
は
、
低
所
得
者
世
帯
の
負
担

軽
減
を
図
る
た
め
、
原
案
の
う
ち
、
被

保
険
者
均
等
割
額
の
引
き
上
げ
幅
を
抑

え
る
も
の
で
す
。
審
議
の
結
果
、
委
員

会
で
可
決
さ
れ
た
修
正
案
の
通
り
修
正

議
決
し
ま
し
た
。

（
５
面
に
関
連
記
事
を
掲
載
）

　

修
正
案
は
、
原
案
の
う

ち
、
施
行
日
を
平
成
27
年

４
月
１
日
に
、
新
料
金
の

適
用
日
を
27
年
10
月
１

日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
６
か
月

遅
ら
せ
る
他
、
公
民
館
等

の
貸
室
・
集
会
施
設
及
び

火
葬
場
に
つ
い
て
は
、
27

年
10
月
１
日
か
ら
１
年

間
、
市
民
等
の
使
用
料
の

引
き
上
げ
幅
を
２
分
の
１

◆
市
長
提
出
の
２
議
案
を
修
正
議
決

使用料引き上げの対象となる施設のうち、公民館等の貸室・集会施設
及び火葬場については激変緩和として１年間の経過措置が設定される

左上：南行徳公民館　　右上：市川市斎場（火葬場）
左下：八幡市民談話室　右下：大野地域ふれあい館　

市川市敬老祝金支給条
例の一部改正案を可決

　市議会は、その年に80歳になる

者に支給するなど、平成27年度よ

り敬老祝金の支給対象及び支給額

を見直す旨の、市川市敬老祝金支

給条例の一部改正案を発議し、こ

れを賛成多数で可決しました。

　この改正により、27年度以降の

敬老祝金の支給額は、80歳になる

者５千円、88歳になる者２万円、

99歳になる者３万円、100歳になる

者５万円、101歳以上の者１万円と

なります。

決算審査特別委員会

委 員 長　荒木　詩郎

副委員長　浅野　さち

委　　員

桜井　雅人　松永　鉄兵

松井　　努　松永　修巳

佐藤　義一　鈴木　啓一

戸村　節子　金子　　正

訂正とおわび
　「いちかわ市議会だより」平成 26

年８月９日号１面、農業委員会委員

に推薦された議員に関する記事に誤

りがありました。

　訂正内容は次のとおりです。

　 （正）松永修巳議員
　 （誤）竹内清海議員

　関係者の皆様にご迷惑をおかけい

たしましたことを深くおわび申し上

げます。


